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常勤役員月額本俸等令

平成１５年３月７日

改正 平成２３年６月２１日

第１条（財）地域伝統芸能活用センター役員給与等規則（以下「役員給与

等規則」という。）第３条に規定する常勤役員の本俸月額を、次の

とおり定める。

（ア） 理事長俸給表

（単位：円）

号俸 本俸月額

１ ５４５，９７０

２ ６０３，４４０

３ ６６０，９１０

４ ７２４，０００

（備考） １ この表は、常勤の理事長に適用する。

２ 理事長の本俸月額は、この表の第１号から第４

号までの範囲内で、会長が別に定める

（イ） 専務理事俸給表

（単位：円）

号俸 本俸月額

１ ３７３，５６０

２ ４０２，３００

３ ４３１，０３０

４ ４５９，７７０

（備考） １ この表は、常勤の専務理事に適用する。

２ 専務理事の本俸月額は、この表の第１号から第

４号までの範囲で、会長が別に定める。

第２条「役員給与等規則」第５条に定める特別手当は、当該役員の本俸月

額に、夏季にあっては２．２を、年末にあっては２.７を、年度末

にあっては０．５を乗じて得た額とする。

２ 前項に定める他、特別手当の支給の細則については「（財）地域伝統芸

能活用センター職員給与規程の運用細則」第６条及び第７条を準用する。

附則 この規程は、平成２３年６月２２日から施行する。


